
宮城県土木部 BIM/CIM 活用工事実施要領 

 

１. 趣旨 

    本要領は、宮城県土木部が発注する工事において、BIM/CIM（Building / Construction Information 

Modeling, Management）を導入し、工事の効率化、生産性の向上及び手戻りの防止等を図るため、必要とな

る事項を定めるものである。 

 

２． 用語の定義 

 ・BIM/CIM とは建設事業で取り扱う情報をデジタルデータとして統合管理することにより、調査、測量、設

計、施工、維持管理等の建設事業の各段階に携わる受発注者のデータ活用・共有を容易にし、建設事

業全体における一連の建設生産・管理システムの効率化を図るもの 

・３次元モデルとは３次元形状データに属性情報を付与したもの 

・３次元設計とは高さ、幅、奥行きの３次元を持たせる仮想環境で実施する設計のことを言う 

・属性情報とは設計する対象物の特性を表す情報。例えば、構造物の部材等の規格情報、設計情報、数

量情報等がこれに該当する 

・詳細度とは設計する対象物の３次元形状データをどこまで詳細に作成するかを示す値 

    その他の用語の定義は、国土交通省「BIM/CIM 取扱要領」及び「BIM/CIM 活用ガイドライン（案） 共通

編」を参照する。 

 

３． BIM/CIM 活用の対象工事 

    以下に示す工事を対象とする。 

    ・共通仕様書（土木工事編）に基づき実施し、発注金額（税込）が１億円以上の土木工事 

    ただし、災害復旧等の緊急性を要する工事や BIM/CIM が有効に活用できないと判断される工事は除く。 

    ※発注者は、別紙１により、特記仕様書へ「BIM/CIM 活用工事」である旨を明記する。 

 

４． BIM/CIM 活用工事の発注方法 

BIM/CIM 活用工事は、次のいずれかの方式により発注する。 

     （１）発注者指定型 

       発注者の指定により３次元モデルを活用する方式である。 

       前段階で作成した３次元モデルが存在する場合、原則として発注者指定型を適用するが、適用にあ

たっては、事業管理課と協議を行う。 

     （２）受注者希望型 

       契約後において、受注者の希望により、３次元モデルを活用する方式である。 

       発注者指定型を適用しない全ての対象工事に受注者希望型を適用する。 

 

 

５． BIM/CIM 活用工事の流れ 

BIM/CIM 活用工事の流れは下記及び別紙 2 のとおりとする。 

（１） 発注者は、前段階において３次元モデルを作成している場合は、受注者へ３次元モデルを貸与する。 

（２） 受発注者間で事前協議を実施し、３次元モデルの活用内容、詳細度、作成の範囲、費用等を決定

する。費用については、発注者が活用効果等を確認のうえ、計上する。 

事前協議にあたっては、別紙 3、別紙 4 を参考とし、義務項目と推奨項目の区別は行わない。 



（３） 受注者は、事前協議で決定した内容に基づき、BIM/CIM 実施計画書を作成し、３次元モデルの作

成・活用前に発注者へ提出する。 

（４） 受注者は、BIM/CIM 実施計画書に基づき、３次元モデルの作成・修正を行い、受注者は別紙５に基

づき成果品の照査を行うとともに、発注者は３次元モデルの確認を行う。 

（５） 受発注者共に事前協議で決定した活用内容に応じて、３次元モデルを活用する。 

（６） 受注者は、実施した内容に基づき、BIM/CIM 実施報告書を作成し、工事の完了前に発注者へ提出

する。 

（７） 受注者は、国土交通省「工事完成図書の電子納品要領」や「電子納品運用ガイドライン【土木工事

編】」に基づき、成果品を納品する。 

 

６． BIM/CIM 実施計画書 

受注者は、事前協議で決定した内容に基づき、実施計画書を作成し、３次元モデルの作成・活用前に発注

者へ提出する。 

内容に変更が生じた場合、受注者は実施（変更）計画書を作成し、速やかに発注者へ提出する。 

なお、作成にあたっては、国土交通省「BIM/CIM 実施計画書様式・記載例」を参照する。 

 

７． BIM/CIM 実施報告書 

    受注者は、実施計画書に基づき実施した内容について、実施報告書を作成し、工事完了前に発注者へ

提出する。 

    なお、作成にあたっては、国土交通省「BIM/CIM 実施報告書様式・記載例」を参照する。 

 

８． 工事費の積算 

    ３次元モデルの作成と活用に係る費用については以下を基本とする。 

    （１） 当初積算時 

       発注者指定型： ３次元モデルの作成と活用に係る費用は計上しない。 

       受注者希望型： 上記と同様。 

    （２） 変更積算時 

       発注者指定型： 受注者から見積を徴収し、受発注者間で協議を行い、発注者が活用効果等を確認

のうえ、費用を計上する。 

            受注者希望型： 上記と同様。 

    なお、総合評価落札方式の「ICT 施工・３次元化等の活用提案」に基づく費用計上と重複が生じないよう留

意すること。 

    活用内容が３次元モデルを閲覧するのみの場合（施工計画の検討補助、２次元図面の理解補助、現場作

業員等への説明等）は、活用に係る費用は計上しない。 

    見積の徴収方法及び費用計上方法については、国土交通省「BIM/CIM 活用工事における見積書ひな形

に関する説明書」及び「様式・記載例」を参照する。 

 

９． 総合評価落札方式における BIM/CIM の取扱 

    本要領を適用する工事で、総合評価落札方式の簡易型（施工計画型）、標準型（施工計画型）、標準型

（技術提案型）、高度型、技術提案チャレンジ型、簡易型（施工計画型・試行型）を適用する場合は、「施工

計画等」や「技術提案等」（いわゆる作文）に関する評価項目において、BIM/CIM に関する提案は評価の対

象外とする。 



 

１０．工事成績評定における BIM/CIM の取扱 

    BIM/CIM 活用工事で、BIM/CIM を活用した場合においても工事成績評定の加点対象とせず、活用がで

きなかった場合においても、減点等の措置は行わない。 

 

１１. 調査への協力 

事業管理課から発注機関や受注者へ BIM/CIM 活用状況の調査依頼があった場合、協力すること。 

 

１２．その他 

     本要領に定めのない事項については、国土交通省が運営する BIM/CIM ポータルサイトに記載の

BIM/CIM 関連基準等を参照することができる。 

    【BIM/CIM ポータルサイト】 

https://www.nilim.go.jp/lab/qbg/bimcim/bimcimindex.html 

 

 

附則 

 この要領は令和８年３月３１日から施行し、令和８年４月１日以降に入札公告する工事から適用する。 

 

https://www.nilim.go.jp/lab/qbg/bimcim/bimcimindex.html


別紙１ 

特記仕様書への「BIM/CIM 活用工事」である旨の明示 

 

 

特記仕様書等には、以下の記載例を参考に記載する。 

「１７ BIM/CIM 活用の有無」に以下の様式に基づき、対象の有無、発注型式、モデルの詳細度、想定する活用

内容等を記載する。 

 

 

 



BIM/CIM活用工事の発注

前段階で作成した３次元モデルが存
在する場合

前段階で作成した３次元モデルが存
在しない場合

事前協議
（３次元モデル作成の範囲及び詳細度、活用内容、作成及び活用に係る費用等）

BIM/CIM実施（変更）計画書の作成・提出

３次元モデルの作成・修正・照査

３次元モデルの活用
（施工計画の検討補助、２次元図面の理解補助、現場作業員等への説明等）

BIM/CIM実施報告書の作成・提出

BIM/CIM成果品の納品

BIM/CIM活用工事のフロー図

別紙2

成果品の貸与



                                                        別紙３ 

BIM/CIM 活用工事における３次元モデルの活用目的・活用内容の具体例 

 

BIM/CIM 活用工事における３次元モデルの活用目的・活用項目の決定にあたり、下記のとおり

具体例を示す。 

なお、業務の効率を過度に落とすことがないよう、３次元モデルを作り込み過ぎないよう注意する。 

 

a) ３次元モデルを活用した現場作業員等への説明の効率化 

 １）実施目的  

施工開始前の安全教育や作業手順説明において、３次元モデルにより完成形状や施

工ステップを視覚的に示すことで、現場作業員が施工内容を容易に理解できるように

し、作業手順の誤解防止、安全性の向上、施工品質の確保につなげることを目的とす

る。 

２）実施内容  

作業員が理解しづらい構造形状、施工手順、作業空間の制約等について、完成形状

や施工ステップごとの３次元モデルを使用し、事前の安全教育や作業打合せにおいて

活用する。 また、重機の動線、立入禁止範囲、仮設構造物の配置等を視覚的に示すこ

とで、作業員が現場状況を事前に把握しやすくする。 

３）作成する３次元モデル  

地形モデル、土工形状モデル、構造物モデル、仮設構造物モデル 

４）３次元モデルの詳細度（想定）  

工事目的物の外形が分かる程度の詳細度とし、概ね 200 程度とする。 

５）３次元モデルに付与する属性情報（想定） 

安全上の留意点（立入禁止範囲、重機旋回範囲等） 

６）主に参照する基準・要領等  

BIM/CIM 活用ガイドライン（案） 

 

ｂ) ３次元モデルを活用した変更協議等の効率化 

 １）実施目的  

変更協議に係る内容を３次元モデルに関連付けておき、関係者間で適切に共有すること

により、変更協議の省力化につなげることを目的とする。 

２）実施内容  

３次元モデルに変更協議に係る日時、箇所、内容等の情報を検索しやすいように関連付

ける。対象箇所を検索しやすいよう、色分け、吹き出し等を工夫すること。３次元モデルは必

ずしも精緻な形状にする必要はなく、詳細度を 200～300 として問題ないが、外郭形状等

に変更があった場合は逐一更新すること。 



３）作成する３次元モデル  

土工形状モデル、構造物モデル  

４）３次元モデルの詳細度（想定）  

工事目的物の外形が分かる程度の詳細度とし、概ね 200 程度とする。外形に変更があっ

た場合、 逐一更新する。 

５）３次元モデルに付与する属性情報（想定） 

該当箇所に変更協議に係る日時、箇所、内容等の情報を検索しやすいように関連付ける。

６）主に参照する基準・要領等  

BIM/CIM 活用ガイドライン（案） 

 

ｃ) リスクに関するシミュレーション（地質、騒音、浸水等）  

１）実施目的  

本体構造物と地質・土質構成等の位置関係を地質・土質モデルにより立体的に把握することで、

地質・土質上の課題等を容易に把握し、これにより後工程におけるリスクを軽減するための適切な

対策につなげることを目的とする。 

２）実施内容  

本体構造物の周辺について、ボーリングデータから作成した地質断面図を重ねた地質・土質モデ

ルを作成する。視覚的に容易に確認できるよう、土質による色分けを分かりやすく表現する。なお、

地質・土質モデルは不確実性を含んだ推計モデルであることから、地質・土質調査の量や質を踏

まえた推定の考え方を明示する。 

３）作成する３次元モデル  

地質・土質モデル  

４）３次元モデルの詳細度  

BIM/CIM 活用ガイドライン（案）による。  

５）３次元モデルに付与する属性情報（想定） 

 BIM/CIM 活用ガイドライン（案）による。  

６）主に参照する基準・要領等  

BIM/CIM 活用ガイドライン（案）  

土木事業における地質・地盤リスクマネジメントのガイドライン 

  

ｄ) 対外説明（関係者協議、住民説明、広報等） 

 １）実施目的  

住民説明において、３次元モデルにより分かりやすく事業計画を説明することにより、円滑かつ確

実に合意形成を図ることを目的とする。 

 

 



２）実施内容  

本事業の住民説明においては、事業計画のフェーズに沿った現道切り回しの状況を説明し、工事 

開始後の生活上の支障等を確実に伝達する必要があることから、各フェーズにおける状況を３次

元モデルにより表現する。なお、通行形態等を適切に説明できるよう、必要に応じてシミュレーショ 

ン動画を作成する。  

３）作成する３次元モデル  

地形モデル、土工形状モデル、構造物モデル  

４）３次元モデルの詳細度（想定）  

200 程度  

５）３次元モデルに付与する属性情報（想定） 

特になし 

６）主に参照する基準・要領等  

BIM/CIM 活用ガイドライン（案）  

設計－施工間の情報連携を目的とした４次元モデル活用の手引き 
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令和  年  月  日 

業務・工事名：         

受注会社名：          

作 成 者：          

３次元モデル照査時チェックシート 

 

3 次元モデルが正しく作成されていることを確認する場合 

項目 内容 
照査 
対象 照査 

結果 
有 無 

① 測地系、単位系 測地系・単位系は正しく設定されているか    

② 配置位置 構造物が正しい位置に配置されているか    

③ 作成意図 事前協議等で決定したモデルが作成できているか    

④ 詳細度 活用目的に応じた詳細度で作成されているか    

⑤ 属性情報 付与した属性情報の内容が正しいか確認したか    

⑥ 不整合 

ねじれや離れ、重なり等のモデルの不整合がないか    

モデルの更新範囲や必要な部材や周辺構造に抜けがないか    

ソリッドがサーフェスに分解されていたり、面が閉じていなかったり

していないか 
   

⑦ 参照資料 外部参照資料のリンクが切れていないか確認したか    

⑧ データ変換 

J-LandXML データに変換されたことを確認したか 1）    

IFC や J-LandXML データを正しく変換されたことをビューアで確認し

たか 
   

1）LandXML には、オリジナルの LandXML と、「LandXML1.2 に準じた 3 次元設計データ交換標準（案）」の LandXML（通

称、J-LandXML という）の 2 種類がある。電子納品では、J-LandXML データでの納品としている。3 次元 CAD ソフト

ウェアによっては、オリジナルの LandXML データと J-LandXML データのどちらも出力が可能なソフトウェアもある

ため、納品対象となる J-LandXML データに変換されたことを確認する。 

 

3 次元モデルと 2 次元図面の整合を確認する場合（上記の追加分として実施） 

項目 内容 
照査 
対象 照査 

結果 
有 無 

① 2 次元図面との整

合 

主要構造部について、3 次元モデルと 2 次元図面が整合していること

を確認したか 
   

 

 

 
  



 

電子成果品が正しく作成されていることを確認する場合 

項目 内容 
照査 
対象 照査 

結果 
有 無 

① フォルダ構成 

以下に基づいて、フォルダが正しく作成されているか 

＜業務の場合＞ 

・土木設計業務等の電子納品要領 

・電子納品運用ガイドライン【業務編】 

＜工事の場合＞ 

・工事完成図書の電子納品等要領 

・電子納品等運用ガイドライン【土木工事編】 

   

② 引継書シート等 
3 次元モデル作成引継書シート、BIM/CIM 実施計画書等が格納されてい

るか。ファイル名は、ファイル命名則に則っているか 
   

③ 3 次元モデル等 
3次元モデル作成引継書シートに記載されている3次元モデル成果物、

3 次元モデルの全てをフォルダに格納しているか 
   

④ IFC、J-LandXML 

オリジナルデータの他、IFC や J-LandXML 等の標準的なデータ形式で

納品する 3 次元モデルは、標準的なデータ形式も格納されているか 
   

土工形状モデルの納品について、オリジナルデータの他、中心線形デ

ータと、横断形状の変化する箇所の横断形状データを J-LandXML で出

力したものが格納されているか 

   

※1 各チェック項目について照査対象の有無を確認し、照査対象が有る場合には『有』欄に“✓”を記入し、照査後に

『照査結果』欄に“○”と記すこと。照査対象が無い場合は『無』欄に“✓”を記入する。 

※2 本チェックシートに基づく照査を行った箇所を検査時に説明できるよう、あらかじめ整理しておくこと。また、必

要に応じて関連する設計図等（線形計算書、平面図、構造一般図等）を合わせて提出すること。 


